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  平成22年８月24日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

１ 藤沢町の保育所の運営（幼稚園との一体的保育）については、藤沢保育園

と黄海保育園は合併次年度をめどに認定こども園への移行を含め調整する。

新沼保育園は現行のとおりとする。 

２ 保育料（軽減措置含む）、一時預かり料、延長保育料は、合併次年度から

一関市の制度に統一する。 

３ 藤沢町で行っている保育施設通園援助費については、合併年度を含めた３

カ年度間の経過措置として実施する。 

４ 藤沢町で行っている登・降園時の小学校スクールバス利用は、当面、継続

する。 

 





一
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町
合
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議
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議
事
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整
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協
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項
目
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各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
９
 
保
育
所
 

調
整
の
内
容
 

１
 
藤
沢
町
の
保
育
所
の
運
営
（
幼
稚
園
と
の
一
体
的
保
育
）
に
つ
い
て
は
、
藤
沢
保
育
園
と
黄
海
保
育
園
は
合
併
次
年
度
を
め
ど
に
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
を
含
め
調
整
す
る
。

新
沼
保
育
園
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
保
育
料
（
軽
減
措
置
含
む
）、
一
時
預
か
り
料
、
延
長
保
育
料
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

３
 
藤
沢
町
で
行
っ
て
い
る
保
育
施
設
通
園
援
助
費
に
つ
い
て
は
、
合
併
年
度
を
含
め
た
３
カ
年
度
間
の
経
過
措
置
と
し
て
実
施
す
る
。
 

４
 
藤
沢
町
で
行
っ
て
い
る
登
・
降
園
時
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
は
、
当
面
、
継
続
す
る
。
 

 
項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
 
保
育
所
 

      

【
保
 育
 所
】
 
 
認
可
保
育
施
設
 
公
立
16
園
、
私
立
13
園
 

【
保
育
時
間
】
 
 
月
～
土
 
午
前
７
時
～
午
後
６
時
ま
で
 

【
運
営
形
態
】
 
 
保
育
園
単
独
運
営
 

【
給
 
 
食
】
 
 
認
可
保
育
施
設
で
は
自
園
で
調
理
し
提
供
 

【
通
園
費
補
助
】
 
市
内
全
域
の
児
童
を
対
象
と
し
た
補
助
制
度
は
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
17
年
９
月
以
降
に
閉
園
し
た
こ
と
に
よ
り
遠
距
離
通
園
と
な
る

地
域
の
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
１
世
帯
キ
ロ
13
円
の
補
助
金
を
支
給
 

【
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
】
 

 
 
 
 
 
 
 
 
登
・
降
園
時
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

【
保
 育
 所
】
 
  
認
可
保
育
施
設
 
 
公
立
３
園
 

【
保
育
時
間
】
 
 
月
～
土
 
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
ま
で
 

【
運
営
形
態
】
 
 
幼
稚
園
を
併
設
し
一
体
的
運
営
 

【
給
 
 
食
】
 
 
原
則
的
に
給
食
セ
ン
タ
ー
か
ら
搬
入
し
、
提
供
 

【
通
園
費
補
助
】
 
町
内
全
域
を
対
象
と
し
、
片
道
３
㎞
以
上
で
、
４
～
５
歳
児
の
児
童
の
保

護
者
等
に
１
世
帯
年
額
１
万
円
を
限
度
と
し
て
補
助
金
を
支
給
（
但
し
、
ス

ク
ー
ル
バ
ス
の
混
乗
利
用
を
す
る
者
に
は
支
給
し
な
い
。）
 

【
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
】
 

 
 
 
 
 
 
 
 
登
・
降
園
時
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用
を
行
っ
て
い
る
。
 

２
 
保
育
料
等
 

          

(1
) 
保
育
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
円
）
 

階
層
区
分
 

３
歳
児
未
満
 

３
歳
児
 

４
歳
児
以
上
 

生
活
保
護
世
帯
 

0 
0 

0 

市
民
税
非
課
税
世
帯
 

7,
20
0 

4,
80
0 

4,
80
0 

市
民
税
課
税
世
帯
 

15
,6
00
 

13
,2
00
 

13
,2
00
 

所 得 税 課 税 世 帯 

40
,0
00
円
未
満
 

24
,0
00
 

22
,2
00
 

22
,2
00
 

40
,0
00
以
上
 

10
3,
00
0円
未
満
 

35
,6
00
 

26
,9
00
 

24
,9
00
 

10
3,
00
0以
上
 

27
7,
00
0円
未
満
 

41
,1
00
 

30
,4
00
 

27
,5
00
 

27
7,
00
0以
上
 

41
3,
00
0円
未
満
 

48
,8
00
 

31
,9
00
 

29
,0
00
 

41
3,
00
0円
以
上
 

73
4,
00
0円
未
満
 

52
,0
00
 

34
,6
00
 

30
,8
00
 

73
4,
00
0円
以
上
 

67
,6
00
 

45
,2
00
 

40
,4
00
 

 

(1
) 
保
育
料
 

    
  
  
一
関
市
と
同
じ
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

２
 
保
育
料
等
 

                          

【
独
自
軽
減
措
置
】
 

 
・
第
３
子
以
降
に
あ
た
る
児
童
が
入
所
す
る
場
合
は
無
料
 

 
・
父
子
家
庭
で
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
世
帯
の
保
育
料
は
無
料
 

 (2
) 
一
時
預
か
り
 

【
保
育
時
間
】
  
  
 午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分
ま
で
 

【
実
施
保
育
所
】
 
 
八
幡
町
保
育
園
、
幸
町
保
育
園
、
藤
保
育
園
、
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
花
泉
保
育
園
 

【
一
時
預
か
り
料
】
 
日
額
2,
50
0円
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
利
用
時
間
が
４
時
間
未
満
の
と
き
は
、
1,
25
0円
）
 

   (3
) 
延
長
保
育
 

【
延
長
保
育
時
間
】
 
月
～
土
 
午
後
６
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
 

【
実
施
保
育
所
】
 
 
公
立
：
八
幡
町
保
育
園
、
あ
お
ば
保
育
園
、
大
原
保
育
園
、
摺
沢
保

育
園
、
興
田
保
育
園
、
千
厩
保
育
園
、
奥
玉
保
育
園
、
長
坂

保
育
園
、
川
崎
保
育
園
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
私
立
：
法
人
13
園
す
べ
て
で
実
施
 

【
延
長
保
育
料
】
 
 
生
活
保
護
世
帯
 
 
 
 
 
  
  
  
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
非
課
税
世
帯
 
 
 
 
 
 
 
  
60
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
民
税
・
所
得
税
課
税
世
帯
  
3,
00
0円
 

   

【
独
自
軽
減
措
置
】
 

 
・
３
人
以
上
同
時
入
所
世
帯
の
３
人
目
以
降
の
保
育
料
は
無
料
 

 
・
父
子
家
庭
で
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
世
帯
の
保
育
料
は
無
料
 

 (2
) 
一
時
預
か
り
 

【
保
育
時
間
】
  
当
該
保
育
所
の
開
所
日
の
保
育
時
間
内
 

【
実
施
保
育
所
】
 藤
沢
保
育
園
、
黄
海
保
育
園
、
新
沼
保
育
園
 

【
一
時
預
か
り
料
】
 生
活
保
護
世
帯
 
 
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 町
民
税
非
課
税
世
帯
 
３
歳
未
満
2,
50
0円
、
３
歳
児
2,
20
0円
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４
・
５
歳
児
1,
90
0円
 

  
  
  
  
  
  
  
 そ
れ
以
外
 
 
 
 
 
３
歳
未
満
3,
00
0円
、
３
歳
児
2,
70
0円
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４
・
５
歳
児
2,
40
0円
 

(3
) 
延
長
保
育
 

【
延
長
保
育
時
間
】
 
月
～
土
 
午
後
６
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
 

【
実
施
保
育
所
】
 
 
藤
沢
保
育
園
、
黄
海
保
育
園
、
新
沼
保
育
園
 

【
延
長
保
育
料
】
 
 
生
活
保
護
世
帯
 
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
以
外
 
３
歳
未
満
 
3,
00
0円
、
３
・
４
・
５
歳
児
 
2,
50
0円
 

  
 
※
 
町
民
税
非
課
税
に
属
す
る
母
子
・
父
子
世
帯
、
在
宅
障
害
児
(者
)の
い
る
世
帯
に
あ

っ
て
は
、
延
長
保
育
料
を
徴
し
な
い
 

  
 
※
 
同
一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
延
長
保
育
の
実
施
児
童
が
い
る
場
合
２
人
目
の
延
長

保
育
料
は
、
上
記
延
長
保
育
料
×
0.
5 
 ３
人
目
以
降
は
0円
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認定子ども園とは？                                

 幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こ

ども園」の認定を受けることができます。 

 １ 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能 

   （保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能） 

 ２ 地域における子育て支援を行う機能 

   （すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体的には 

利用時間 
 幼稚園と同様の１日４時間程度の利用や、保育所と同様の１日８時間程度の利用など、

子どもに併せて柔軟に保育時間を選べます。 

入園年齢 
 認定子ども園は、０～５歳児を対象とした制度です。なお、実際に受け入れる年齢は、

施設によって異なります。 

教育・保育 
 ０～２歳時には保育を行い、３～５歳時には幼稚園・保育所の区別なく、共通の教育活

動を行います。 

 

 

○利用時間別の教育・保育の状況 

３～５歳児 

共通利用時間（幼稚園と同様４時間程度）

教育課程に基づく教育を実施 

  

（＝学校教育法に掲げる目標が達成される

よう行われる保育を実施） 

共通の利用時間終了後も 

保育を実施 

→ 長時間利用児（保育に欠ける子）

  （保育所と同様８時間程度利用） 

０～２歳児 保育所と同様の８時間程度の保育を実施  

 

幼 稚 園 

●幼児教育 

●３歳～就学前のこども 

就学前の教育・保育を一体として捉え、
一貫して提供する新たな枠組み 

  

保護者が働いている、

いないにかかわらず受

け入れて、教育・保育を

一体的に実施 

すべての子育て家庭を

対象に、子育て不安に

対応した相談活動や、

親子の集いの場の提

供などを実施 

以上の機能を備える施設を 
認定子ども園として都道府県が認定 

就学前の子どもに 
幼児教育・保育を提供 

地域における 
子育て支援 

機能
付加 

機能
付加

保 育 所 

●保育 

●０歳～就学前の保育に

欠ける子ども 

→ 短時間利用児（保育に欠けない子） 

  （幼稚園と同様４時間程度利用） 
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